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鯖江市の議会の議員および長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関す

る条例等の一部改正について 

 

鯖江市の議会の議員および長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する

条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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提案理由 

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提出する。 
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鯖江市条例第  号 

鯖江市の議会の議員および長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関す

る条例等の一部を改正する条例 

（鯖江市の議会の議員および長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関す

る条例の一部改正） 

第１条 鯖江市の議会の議員および長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関す

る条例（平成６年鯖江市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２号ア中「１万５，８００円」を「１万６，１００円」に改め、同号イ中

「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。 

（鯖江市の議会の議員および長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する

条例の一部改正） 

第２条 鯖江市の議会の議員および長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関す

る条例（平成１９年鯖江市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第４条および第５条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

（鯖江市の議会の議員および長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関

する条例の一部改正） 

第３条 鯖江市の議会の議員および長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に

関する条例（平成６年鯖江市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「１５０，０００円」を「１

５２，８００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の鯖江市の議会の議員および長の選挙における選挙運動用自動

車の使用の公営に関する条例、鯖江市の議会の議員および長の選挙における選挙運動

用ビラの作成の公営に関する条例および鯖江市の議会の議員および長の選挙における

選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下

「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日前にその期日

を告示される選挙については、なお従前の例による。 
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